
 

 

日田市立淡窓図書館の組織及び管理に関する規則の一部改正について（概要） 

 

 

１．目的・理由 

 淡窓図書館は、平成元年より現在地に移り、市民の最も身近な生涯学習施設として多くの方に利用

されています。 

現在、開館時間は規則では午前１０時から午後７時まで（休日は午前１０時から午後６時まで）とな

っていますが、利用者から午前９時開館の要望が寄せられていたため、平成２９年１０月から午前９

時開館を試行しており、おおむね利用者の理解も得られています。 

今回、利用者のニーズに合ったより良いサービスの提供を行うため、開館時間を午前９時から午後

７時まで（休日は午前９時から午後６時まで）とするよう、規則の一部改正を行うものです。 

 

２．内容 

 日田市立淡窓図書館の組織及び管理に関する規則 

 第５条（開館時間） 

改  正  後 改  正  前 

 

（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は、午前９時か

ら午後７時までとする。ただし、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日（以下「休日」

という。）は、午前９時から午後６時まで

とする。 

２ 略 

 

 

（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は、午前10時か

ら午後７時までとする。ただし、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日（以下「休日」

という。）は、午前10時から午後６時まで

とする。 

２ 略 

 

 

３．施行予定日 

  平成３０年１０月１日 

 

 


